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地方就職学生支援事業

本気で

宮崎での就職を考えている

あなたをサポートします

大 学 卒 業 後 に 宮 崎 県 内 へ 移 住 ・ 就 職 す る 学 生 を

対 象 に 地 方 就 職 支 援 金 を 定 額 ４ 万 円 支 給 し ま す

要件や手続きの
詳細はコチラ

宮崎県地方就職学生支援

・大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内（条
件不利地域を除く）のキャンパスに在学（原則４年以上）し、卒業す
る見込みがある。

・卒業年度に東京圏内（条件不利地域を除く）に継続して在住している。

CHECK １

・宮崎県内に所在する企業に就職することが内定している。
（令和６年１０月１日以降内定）

・卒業後に内定企業に就職し、宮崎県内に移住する意思がある。
CHECK ２

・勤務地が宮崎県内に所在すること。
・官公庁等ではないこと。
・就業者にとって３親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う
職務を務めている法人等でないこと。等

CHECK ３

・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
・当該地域への勤務地限定型社員としての採用予定であること。CHECK ４

支給要件 CHECK POINT

※当該地域とは、移住先市町村からの通勤が可能な地域をいう。
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